
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

岡

山

県

補

助

金

等

交

付

規

則

の

規

定

に

よ

る

補

県

民

生

活

交

通

課

助

金

等

の

名

称

等

の

制

定

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

長

寿

社

会

課

○

保

安

林

の

解

除

予

定

治

山

課

○

〃

〃

○

〃

〃

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

土

地

改

良

施

設

の

管

理

規

程

の

認

可

耕

地

課

○

土

地

改

良

区

清

算

人

の

就

職

届

〃

【

公

安

委

員

会

】

○

暴

力

団

員

等

に

対

す

る

利

益

供

与

の

禁

止

等

の

組

織

犯

罪

対

策

第

二

規

定

に

違

反

し

た

旨

の

勧

告

を

し

た

旨

の

公

表

課

岡

山

県

公

報

平成２８年７月１日 第１１８００号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号

昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
三
号
（
岡
山
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

等
の
名
称
等
の
制
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す

る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
県
民
生
活
部
の
部
岡
山
県
新
し
い
公
共
の
場
づ
く
り
の
た
め
の
モ
デ
ル
事
業
補
助
金
の
項
、
多
様

な
主
体
の
協
働
に
よ
る
地
域
支
援
事
業
補
助
金
の
項
、
岡
山
県
中
山
間
地
域
交
通
手
段
検
討
モ
デ
ル
事

業
補
助
金
の
項
、
岡
山
県
地
域
公
共
交
通
利
便
性
向
上
等
推
進
事
業
補
助
金
の
項
及
び
岡
山
県
公
共
交

通
利
用
促
進
等
総
合
対
策
事
業
費
補
助
金
の
項
を
削
り
、
同
部
地
域
お
こ
し
協
力
隊
活
用
促
進
事
業
補

「

３

地
域
お
こ
し
協

「

力
隊
相
談
員
設
置

３

地
域
お
こ
し
協

事
業

助
金
の
項
中

を

に
改
め

「
一
〇
〇
万

力
隊
相
談
員
設
置

４

地
域
お
こ
し
協

、

事
業

力
隊
空
き
施
設
等

活
用
支
援
事
業

」

５

地
域
お
こ
し
協

力
隊
夢
応
援
事
業

」

」

「
、

、

」

円

の
下
に

４
に
つ
い
て
は
一
件
当
た
り
五
〇
〇
万
円

５
に
つ
い
て
は
一
人
当
た
り
五
〇
万
円

を
加
え
、
同
部
お
か
や
ま
大
学
生
中
山
間
地
域
等
研
究
・
連
携
促
進
事
業
補
助
金
の
項
中
「
一
〇
〇
万

円
」
を
「
五
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
部
晴
れ
の
国
お
か
や
ま
！
農
山
村
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
等
誘
致

「

市
町
村
が
誘
致
す
る

総
事
業
費
か
ら
市
町

サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ

村
負
担
額
及
び
企
業

ス
等
の
開
設
に
要
す

等
の
負
担
額
を
除
い

事
業
補
助
金
の
項
中

る
空
き
家
等
の
改
修

た
額
。
た
だ
し
、
一

を

そ
の
他
設
備
の
整
備

事
業
当
た
り
一
、
〇

に
要
す
る
経
費

〇
〇
万
円
を
限
度
と

平成２８年７月１日　岡山県公報　第１１８００号



す
る
。

」

「

１

市
町
村
が
誘
致

１

総
事
業
費
か
ら

す
る
サ
テ
ラ
イ
ト

市
町
村
負
担
額
及

オ
フ
ィ
ス
等
の
開

び
企
業
等
の
負
担

設
に
要
す
る
空
き

額
を
除
い
た
額
。

家
等
の
改
修
そ
の

た
だ
し
、
一
事
業

他
設
備
の
整
備
に

当
た
り
五
〇
〇
万

に
改
め
、
同
部
吉
備
高
原
都
市
集
合
住
宅
用
地

要
す
る
経
費

円

を

限

度

と

す

２

市
町
村
が
整
備

る
。

す
る
シ
ェ
ア
オ
フ

２

補
助
対
象
経
費

ィ
ス
等
の
開
設
に

の

二

分

の

一

以

要
す
る
空
き
家
等

内
。
た
だ
し
、
一

の
改
修
そ
の
他
設

事
業
当
た
り
五
〇

備
の
整
備
に
要
す

〇
万
円
を
限
度
と

る
経
費

す
る
。

」

活
用
促
進
事
業
補
助
金
の
項
中
「
民
間
事
業
者
」
を
「
法
人
」
に
改
め
、
同
部
岡
山
県
原
子
力
立
地
給

付
金
交
付
事
業
補
助
金
の
項
中
「
一
般
電
気
事
業
者
又
は
特
定
規
模
電
気
事
業
者
」
を
「
小
売
電
気
事

業
者
等
」
に
改
め
、
同
部
岡
山
県
広
域
特
別
補
導
活
動
促
進
事
業
補
助
金
の
項
を
削
り
、
同
部
青
少
年

育
成
県
民
運
動
推
進
補
助
金
の
項
中
「
定
額
」
を
「
補
助
対
象
経
費
の
二
分
の
一
以
内
」
に
改
め
、
同

「

」

「
、

部
岡
山
県
人
権
啓
発
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
推
進
事
業
費
補
助
金
の
項
中

及
び
一
般
財
団
法
人

を

一
般
財
団
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
及
び
医
療
法
人
」
に
改
め
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

渋
藤
医
院

和
気
郡
和
気
町
父
井
原
四
三
四
番
地
の
一

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

平成２８年７月１日　岡山県公報　第１１８００号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
し
お
か
ぜ
薬
局

笠
岡
市
二
番
町
二

一
一

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

－

平成２８年７月１日　岡山県公報　第１１８００号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

ピ
ュ
ア
ラ
イ
フ
城
西

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
上
紺
屋
町
三
一
番
地
二

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
モ
ト
マ
キ
ノ

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
小
田
中
一
三
七
五
番
地
六

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
二
二
四
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
雄
栄
会
角
田
医
院

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
中
央
三
丁
目
三
番
一
一
三
号

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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１

名
称

医
療
法
人
雄
栄
会

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
中
央
三
丁
目
三
番
一
一
三
号

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
八
〇
一
一
六
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

美
作
市
滝
宮
字
滝
ノ
宮
八
九
の
一
九
、
八
九
の
二
〇

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

美
作
市
滝
宮
字
滝
ノ
宮
八
九
の
一
九
、
八
九
の
二
〇
、
万
善
字
猿
ケ
谷
一
〇
八
九
の
一
九

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

美
作
市
万
善
字
猿
ケ
谷
一
〇
八
九
の
二
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

岡
山
吉
井
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新

四
六
〇
・
〇

赤
磐
市
五
日
市
字
年
広
一
〇
二
番
一
地
先
か
ら

一
〇
・
六
～

赤
磐
市
津
崎
字
丸
田
一
〇
四
番
一
地
先
ま
で

二
一
・
八

旧

四
六
〇
・
〇

赤
磐
市
五
日
市
字
年
広
一
〇
二
番
一
地
先
か
ら

七
・
九
～

赤
磐
市
津
崎
字
丸
田
一
〇
四
番
一
地
先
ま
で

八
・
二
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

岡
山
吉
井
線

赤
磐
市
五
日
市
字
年
広
一
〇
二
番
一
地
先
か
ら

平
成
二
十
八

赤
磐
市
津
崎
字
丸
田
一
〇
四
番
一
地
先
ま
で

年
七
月
一
日

山
口
押
撫
線

笠
岡
市
篠
坂
字
河
原
田
一
五
五
六
番
一
地
先
か
ら

笠
岡
市
篠
坂
字
吉
峰
一
七
一
二
番
一
地
先
ま
で
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〔
二
六
二
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
土
地
改
良
施
設
の
管
理
規
程
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
施
設
の
名
称

布
原
頭
首
工

二

土
地
改
良
施
設
の
管
理
者

土
地
改
良
区

香
々
美
川

三

認
可
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
三
日

四

管
理
規
程
の
概
要

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
農
林
水
産
部
耕
地
課
に
備
え
置
い
て

「

縦
覧
に
供
す
る

）
。
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〔
二
六
三
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
改
良
区
清
算
人
の
就
職
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

阿
部
土
地
改
良
区

二

就
職
清
算
人

就
職
清
算
人
氏
名

住

所

白
神

郁
夫

高
梁
市
落
合
町
阿
部
二
六
五
一

金
田

敏
之

〃

〃

〃

四
二
三

西
平

善
一

〃

〃

〃

三
一
九
四
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
八
号

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
）

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
た
め
、
同
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す

る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

勧
告
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

住
所

岡
山
県
倉
敷
市
広
江
七
丁
目

氏
名

横
山
健
一
郎

二

勧
告
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日

三

勧
告
の
原
因
と
な
る
事
実

横
山
健
一
郎
は
、
指
定
暴
力
団
神
戸
山
口
組
三
代
目
熊
本
組
組
員
で
あ
る
が
、
飲
食
業
を
営
む
事

業
者
か
ら
、
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
九
日
午
後
八
時
十
九
分
頃
、
岡
山
県
内
に
お
い
て
、
暴
力
団

の
活
動
を
助
長
し
、
又
は
運
営
に
資
す
る
目
的
で
現
金
百
万
円
の
利
益
の
供
与
を
受
け
た
も
の
で
あ

る
。

四

勧
告
の
内
容

事
業
者
か
ら
、
暴
力
団
の
活
動
を
助
長
し
、
又
は
運
営
に
資
す
る
目
的
で
、
金
品
そ
の
他
の
財
産

上
の
利
益
の
供
与
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。
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